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労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

メ
リ
ッ
ト
収
支
率
の
算
定
に
当
た
り
算
入
す
べ
き
保
険
給
付
の
額
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金
支
給
規
則

の
規
定
に
よ
る
特
別
支
給
金
の
範
囲
に
関
す
る
特
例

個
別
事
業
の
保
険
料
率
の
増
減
幅
を
定
め
る
際
に
用
い
る
メ
リ
ッ
ト
収
支
率
（
業
務
災
害
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
た
労
働

者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
支
給
金
支
給
規
則
の
規
定
に
よ
る
特
別

支
給
金
（
以
下
「
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
額
と
保
険
料
の
額
と
の
割
合
を
い
う
。
）
の
算
定
に
当
た
り
、
給
付
等
の
額

と
し
て
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ

た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
加
え
た
額
を
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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